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(57)【要約】
【課題】裏地材をパネル基材に粘着させる外面粘着層を
再剥離性を持つ粘着剤で構成し、表地の外周縁部と裏地
材の外周縁部とを接合することで、パネル基材への再粘
着と、表地の外周縁部の反り抑制を同時に実現する。
【解決手段】パネル基材１１の表面を被覆して使用され
る化粧シート１２は、パネル基材１１の表面を被覆して
装飾する化粧面を備えた表地１３と、この表地１３の裏
面側に配置された裏地材１４と、この裏地材１４の裏面
をパネル基材１１に粘着させる外面粘着層１５とを有し
、この外面粘着層１５は、再剥離性を持つ粘着剤によっ
て構成され、表地１３の周縁部と裏地材１４の周縁部と
が接合されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル基材（１１）の表面を被覆して使用される化粧シート（１２）であって、
　前記パネル基材（１１）の表面を被覆して装飾する化粧面を備えた表地（１３）と、こ
の表地（１３）の裏面側に配置された裏地材（１４）と、この裏地材（１４）の裏面側を
パネル基材（１１）に粘着させる外面粘着層（１５）とを有し、
　この外面粘着層（１５）は、再剥離性を持つ粘着剤によって構成されていて、
　前記表地（１３）の外周縁部と裏地材（１４）の外周縁部とが接合されていることを特
徴とする化粧シート。
【請求項２】
　前記外面粘着層（１５）は、前記裏地材（１４）の裏面に粘着剤を塗布して形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の化粧シート。
【請求項３】
　前記裏地材（１４）は、表裏一方の面に粘着層が積層された片面粘着シート（１７）に
よって構成されており、
　この片面粘着シート（１７）の粘着層は、前記パネル基材（１１）に裏地材（１４）の
裏面側を粘着させる外面粘着層（１５）を構成していることを特徴とする請求項１に記載
の化粧シート。
【請求項４】
　前記裏地材（１４）は、表裏両面に粘着層が積層された両面粘着シート（１８）によっ
て構成されており、
　この両面粘着シート（１８）における表裏一方の面の粘着層は、前記パネル基材（１１
）に裏地材（１４）の裏面側を粘着させる外面粘着層（１５）を構成し、
　前記両面粘着シート（１８）における表裏他方の面の粘着層は、前記表地（１３）の裏
面に裏地材（１４）の表面側を粘着させる内面粘着層（１６）を構成していることを特徴
とする請求項１に記載の化粧シート。
【請求項５】
　前記片面粘着シート（１７）又は両面粘着シート（１８）は、テープ状であって、
　前記表地（１３）の裏面側の外周縁部にのみ配置されていることを特徴とする請求項３
又は４に記載の化粧シート。
【請求項６】
　前記片面粘着シート（１７）又は両面粘着シート（１８）は、熱可塑性プラスチックフ
ィルムに粘着剤を積層して構成されていることを特徴とする請求項３～５の何れか１項に
記載の化粧シート。
【請求項７】
　前記熱可塑性プラスチックフィルムが独立発泡プラスチックフィルムであることを特徴
とする請求項６に記載の化粧シート。
【請求項８】
　前記表地（１３）と裏地材（１４）との間に緩衝材（１９）が介在していることを特徴
とする請求項１～７の何れか１項に記載の化粧シート。
【請求項９】
　前記表地（１３）と裏地材（１４）と緩衝材（１９）とは、矩形状であって、
　前記緩衝材（１９）の表面及び側端面に沿った表地（１３）は、その縦方向の長さ（Ｆ
）及び横方向の長さ（Ｗ）が、前記裏地材（１４）の縦方向の長さ（ｆ）及び横方向の長
さ（ｗ）より長いことを特徴とする請求項８に記載の化粧シート。
【請求項１０】
　前記緩衝材（１９）は、独立発泡プラスチック、連続発泡プラスチック、織物、編物、
不織布の何れかによって構成されていることを特徴とする請求項８又は９に記載の化粧シ
ート。
【請求項１１】
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　前記表地（１３）の全外周縁部と裏地材（１４）の全外周縁部とが接合され、この接合
部分が表地（１３）を縁取っていることを特徴とする請求項１～１０の何れか１項に記載
の化粧シート。
【請求項１２】
　前記表地（１３）の外周縁部と裏地材（１４）の外周縁部とは、縫製により接合されて
いることを特徴とする請求項１～１１の何れか１項に記載の化粧シート。
【請求項１３】
　前記外面粘着層（１５）は、前記裏地材（１４）の外周縁部と共に前記表地（１３）の
外周縁部に縫製により接合されていることを特徴とする請求項１２に記載の化粧シート。
【請求項１４】
　前記外面粘着層（１５）を覆う離型紙（２０）を有し、
　この離型紙（２０）は、前記裏地材（１４）の外周縁部と外面粘着層（１５）と共に前
記表地（１３）の外周縁部に縫製により接合されていることを特徴とする請求項１２又は
１３に記載の化粧シート。
【請求項１５】
　前記縫製は、縫糸を介した縫製であることを特徴とする請求項１２～１４の何れか１項
に記載の化粧シート。
【請求項１６】
　前記縫製は、前記表地（１３）と裏地材（１４）の少なくとも何れか一方の溶融物を介
した縫製であることを特徴とする請求項１２～１４の何れか１項に記載の化粧シート。
【請求項１７】
　前記裏地材（１４）は、熱可塑性無発泡プラスチックフィルム、熱可塑性独立発泡プラ
スチックフィルム、熱可塑性連続発泡プラスチックフィルム、織物、編物、不織布の何れ
かによって構成されていることを特徴とする請求項１、２、８～１６の何れか１項に記載
の化粧シート。
【請求項１８】
　前記表地（１３）は、織物、編物、不織布の何れかによって構成されていることを特徴
とする請求項１～１７の何れか１項に記載の化粧シート。
【請求項１９】
　前記表地（１３）は、ポリエステル繊維を用いた経糸とポリエステル繊維を用いた緯糸
とで織成された織物であることを特徴とする請求項１～１７の何れか１項に記載の化粧シ
ート。
【請求項２０】
　前記表地（１３）は、ポリエステル繊維を用いた編糸によって編成された編物であるこ
とを特徴とする請求項１～１７の何れか１項に記載の化粧シート。
【請求項２１】
　請求項１～２０の何れか１項に記載の化粧シート（１２）と、この化粧シート（１２）
を表面に粘着するパネル基材（１１）とを有した化粧パネル（２１）であって、
　前記パネル基材（１１）の表面は、ポリプロピレン樹脂によって構成されていることを
特徴とする化粧パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キッチンキャビネット等のインテリアや家具の開閉扉、飾り板や、建築物の
内壁、ドア、天井、床面などのパネル基材の表面を被覆して使用される化粧シート、及び
、この化粧シートと、家具・インテリアの開閉扉等や、建築物の内壁、天井等のパネル基
材とを有した化粧パネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、キッチンキャビネット等のインテリア・家具の開閉扉や側板、建築物の壁面、ド
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ア、天井、床面などは、木製や樹脂製などの下地材の表面を被覆することで、使用者の目
に触れる面を装飾する。
　このような下地材を被覆して装飾する技術として、特許文献１には、複数枚の化粧シー
トが重合されたものが記載されており、各化粧シートの間に接着剤層ないし粘着剤層を設
けることで、各化粧シートは、表面側から順次剥離可能とされている。
　又、特許文献２には、表面加飾性を有する樹脂シートの裏面に粘着剤層が設けられた化
粧シートが開示されており、この化粧シートは、粘着剤層に柔軟性フィルムを介して、両
面粘着テープが積層されている。
【０００３】
　特許文献３においては、基材と、この基材の表面及び外周各側面を覆う化粧シートとを
備えた化粧パネルが記載されており、この化粧パネルは、基材の各側面に設けたテーパ面
を利用して化粧シートを基材に被せると共に、基材のテーパ面と化粧シートの側面間に接
着性を有する充填材を充填して、基材と化粧シートとを接着固定している。
　更に、特許文献４では、パーチクルボードの基材の片面に、樹脂シートからなる化粧シ
ートをラミネートして、一方の基材面に粘着剤を介して中間層と接着剤を介して強化紙を
積層した化粧パネルが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１０６３２１号公報
【特許文献２】特開２００４－３５５８９号公報
【特許文献３】特開２００５－２４５８８９号公報
【特許文献４】特開２００２－７９６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～４に記載された化粧シートや化粧パネルには、以下の問題
がある。
　特許文献１では、重合された化粧シートを剥離する度に、化粧シートを処分する必要が
出て煩雑となると同時に、剥離した化粧シートがゴミとなり、ゴミの低減化が図れない。
　又、特許文献２の化粧シートは、両面粘着シートがタイルの各目地部においてその段差
に沿った状態となされており、柔軟性フィルムを介して積層されている化粧シートに、浮
き等の状態が全く生じないため、浴室等での使用により劣化した化粧シートを交換する際
には、剥離し難く、却って支障が出る。
【０００６】
　特許文献３において、化粧シートを被せる基材は、各側面に設けたテーパ面が必須であ
るため、既存のキッチンキャビネット等に用いる場合、備え付けの開閉扉の側面を、被せ
る化粧シートに合わせて削らなくてはならず、取付に手間がかかる。
　更に、側面を削った開閉扉から化粧シートを外した際には、削った面が露出し、側面か
らの外観が著しく損なわれるだけでなく、正面からもテーパ面が視認出来るため、被せた
化粧シートを外すことは出来ない。
【０００７】
　特許文献４に記載された化粧パネルは、基材であるパーチクルボードの一方の面に、ラ
ミネートにより、化粧シートを貼り合わせて層としていることから、化粧シートを剥がす
ことは前提とされていない。
　尚、特許文献４では、化粧ボードの中間層に水蒸気バリア性を有するフィルムを設ける
ことで、化粧ボードの反りや寸法精度の劣化を防止するとされているが、特許文献４の表
１に開示されたように、反りを完全に無くすことは出来ていない。
【０００８】
　そこで本発明は、裏地材をパネル基材に粘着させる外面粘着層が再剥離性を持つ粘着剤
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によって構成され、表地の外周縁部と裏地材の外周縁部とを接合することで、パネル基材
への粘着が何度も可能となると同時に、粘着を繰り返しても、裏地材をパネル基材に粘着
させる外面粘着層によって表地の外周縁部の反りが抑制される化粧シート及び化粧パネル
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る化粧シートは、パネル基材１１の表面を被覆して使用される化粧シート１
２であって、前記パネル基材１１の表面を被覆して装飾する化粧面を備えた表地１３と、
この表地１３の裏面側に配置された裏地材１４と、この裏地材１４の裏面側をパネル基材
１１に粘着させる外面粘着層１５とを有し、この外面粘着層１５は、再剥離性を持つ粘着
剤によって構成されていて、前記表地１３の外周縁部と裏地材１４の外周縁部とが接合さ
れていることを第１の特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る化粧シートの第２の特徴は、上記第１の特徴に加えて、前記外面粘着層１
５は、前記裏地材１４の裏面に粘着剤を塗布して形成されている点にある。
【００１１】
　本発明に係る化粧シートの第３の特徴は、上記第１の特徴に加えて、前記裏地材１４は
、表裏一方の面に粘着層が積層された片面粘着シート１７によって構成されており、この
片面粘着シート１７の粘着層は、前記パネル基材１１に裏地材１４の裏面側を粘着させる
外面粘着層１５を構成している点にある。
【００１２】
　本発明に係る化粧シートの第４の特徴は、上記第１の特徴に加えて、前記裏地材１４は
、表裏両面に粘着層が積層された両面粘着シート１８によって構成されており、この両面
粘着シート１８における表裏一方の面の粘着層は、前記パネル基材１１に裏地材１４の裏
面側を粘着させる外面粘着層１５を構成し、前記両面粘着シート１８における表裏他方の
面の粘着層は、前記表地１３の裏面に裏地材１４の表面側を粘着させる内面粘着層１６を
構成している点にある。
【００１３】
　本発明に係る化粧シートの第５の特徴は、上記第３又は４の特徴に加えて、前記片面粘
着シート１７又は両面粘着シート１８は、テープ状であって、前記表地１３の裏面側の外
周縁部にのみ配置されている点にある。
【００１４】
　本発明に係る化粧シートの第６の特徴は、上記第３～５の何れかの特徴に加えて、前記
片面粘着シート１７又は両面粘着シート１８は、熱可塑性プラスチックフィルムに粘着剤
を積層して構成されている点にある。
　本発明に係る化粧シートの第７の特徴は、上記第６の特徴に加えて、前記熱可塑性プラ
スチックフィルムが独立発泡プラスチックフィルムである点にある。
【００１５】
　本発明に係る化粧シートの第８の特徴は、上記第１～７の何れかの特徴に加えて、前記
表地１３と裏地材１４との間に緩衝材１９が介在している点にある。
　本発明に係る化粧シートの第９の特徴は、上記第８の特徴に加えて、前記表地１３と裏
地材１４と緩衝材１９とは、矩形状であって、前記緩衝材１９の表面及び側端面に沿った
表地１３は、その縦方向の長さＦ及び横方向の長さＷが、前記裏地材１４の縦方向の長さ
ｆ及び横方向の長さｗより長い点にある。
【００１６】
　本発明に係る化粧シートの第１０の特徴は、上記第８又は９の特徴に加えて、前記緩衝
材１９は、独立発泡プラスチック、連続発泡プラスチック、織物、編物、不織布の何れか
によって構成されている点にある。
【００１７】
　本発明に係る化粧シートの第１１の特徴は、上記第１～１０の何れかの特徴に加えて、
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前記表地１３の全外周縁部と裏地材１４の全外周縁部とが接合され、この接合部分が表地
１３を縁取っている点にある。
【００１８】
　本発明に係る化粧シートの第１２の特徴は、上記第１～１１の何れかの特徴に加えて、
前記表地１３の外周縁部と裏地材１４の外周縁部とは、縫製により接合されている点にあ
る。
　本発明に係る化粧シートの第１３の特徴は、上記第１２の特徴に加えて、前記外面粘着
層１５は、前記裏地材１４の外周縁部と共に前記表地１３の外周縁部に縫製により接合さ
れている点にある。
【００１９】
　本発明に係る化粧シートの第１４の特徴は、上記第１２又は１３の特徴に加えて、前記
外面粘着層１５を覆う離型紙２０を有し、この離型紙２０は、前記裏地材１４の外周縁部
と外面粘着層１５と共に前記表地１３の外周縁部に縫製により接合されている点にある。
　
【００２０】
　本発明に係る化粧シートの第１５の特徴は、上記第１２～１４の何れかの特徴に加えて
、前記縫製は、縫糸を介した縫製である点にある。
　本発明に係る化粧シートの第１６の特徴は、上記第１１～１３の何れかの特徴に加えて
、前記縫製は、前記表地１３と裏地材１４の少なくとも何れか一方の溶融物を介した縫製
である点にある。
【００２１】
　本発明に係る化粧シートの第１７の特徴は、上記第１、２、８～１６の何れかの特徴に
加えて、前記裏地材１４は、熱可塑性無発泡プラスチックフィルム、熱可塑性独立発泡プ
ラスチックフィルム、熱可塑性連続発泡プラスチックフィルム、織物、編物、不織布の何
れかによって構成されている点にある。
【００２２】
　本発明に係る化粧シートの第１８の特徴は、上記第１～１７の何れかの特徴に加えて、
前記表地１３は、織物、編物、不織布の何れかによって構成されている点にある。
　本発明に係る化粧シートの第１９の特徴は、上記第１～１７の何れかの特徴に加えて、
前記表地１３は、ポリエステル繊維を用いた経糸とポリエステル繊維を用いた緯糸とで織
成された織物である点にある。
　本発明に係る化粧シートの第２０の特徴は、上記第１～１７の何れかの特徴に加えて、
前記表地１３は、ポリエステル繊維を用いた編糸によって編成された編物である点にある
。
【００２３】
　これらの特徴により、本発明に係る化粧シート１２は、裏地材１４をパネル基材１１に
粘着させる外面粘着層１５を、再剥離性を持つ粘着剤によって構成し、表地１３の外周縁
部と裏地材１４の外周縁部とを接合することで、既存のパネル基材１１に手を加えること
なく、基材１１表面への粘着が何度も出来、このような粘着を繰り返しても、表地１３の
外周縁部が接合された裏地材１４の外周縁部は、外面粘着層１５によってパネル基材１１
に粘着されていることから、表地１３の外周縁部の反りが抑えられる。
【００２４】
　又、本発明に係る化粧シート１２では、外面粘着層１５を裏地材１４の裏面に粘着剤を
塗布して形成することで、裏地材１４の外周縁部を表地１３の外周縁部に接合した後に粘
着剤を塗布して外面粘着層１５を形成することも可能となる共に、先に塗布により外面粘
着層１５を形成しておいた裏地材１４を、表地１３に接合することも可能となり、製造方
法に幅が出来る。
【００２５】
　本発明に係る化粧シート１２においては、裏地材１４を表裏一方の面に外面粘着層１５
が積層された片面粘着シート１７とすることで、この片面粘着シート１７を表地１３に接
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合するだけで化粧シート１２が製造出来、これに加え、裏地材１４を表裏両面に外面粘着
層１５及び内面粘着層１６が積層された両面粘着シート１８とすることで、この両面粘着
シート１８を表地１３に粘着させた状態で、表地１３と裏地材１４の外周縁部同士の接合
が出来るため、接合時における表地１３及び裏地材１４の位置ズレがなくなる。
【００２６】
　本発明に係る化粧シート１２は、テープ状である粘着シート１７、１８を、表地１３の
裏面側の外周縁部にのみ配置することで、表地１３の外周縁部の反り返りを防ぐのに必要
な部分にだけ粘着シート１７、１８を貼れば済むこととなり、粘着シート１７、１８の使
用量低減が図れる。
【００２７】
　更に、本発明に係る化粧シート１２は、片面粘着シート１７又は両面粘着シート１８に
おいて粘着剤を積層する熱可塑性プラスチックフィルムが、独立発泡プラスチックフィル
ムであることで、パネル基材１１表面の凹凸に応じて、独立発泡プラスチックフィルムが
伸縮変形することが出来、凹凸があっても外面粘着層１５をパネル基材１１表面に密着さ
せることが可能となって、化粧シート１２の粘着性が向上する。
【００２８】
　本発明に係る化粧シート１２では、表地１３と裏地材１４との間に緩衝材１９が介在す
ることで、化粧シート１２のクッション性が向上する。
　図７（ａ）に示す如く、本発明に係る化粧シート１２は、表地１３の縦方向の長さＦ及
び横方向の長さＷが、裏地材１４の縦方向の長さｆ及び横方向の長さｗより長いことで、
図７（ｂ）のように、吸湿や熱などによって表地１３が収縮しても、表地１３が裏地材１
４より長い分だけ、外面粘着層１５がパネル基材１１の表面に粘着した状態を維持しなが
ら表地１３が縮む（緩衝材１９表面側の外周縁部が凹む）だけで、化粧シート１２の外周
縁部が、パネル基材１１から剥がれて浮くことが抑制出来る。
　尚、図８に示すように、従来の化粧シート１１２では、緩衝材１１９を挟んで表地１１
３の長さと裏地材１１４の長さが同じであり、表地１１３が収縮すれば、直ぐに、裏地材
１１４や外面粘着層１１５をパネル基材１１１から引き剥がす方向に力が加わり、化粧シ
ート１１２の外周縁部がパネル基材１１１から剥がれて浮くこととなり、化粧シート１１
２や化粧パネル１２１としての美観が損なわれる。
【００２９】
　本発明に係る化粧シート１２においては、表地１３の全外周縁部と裏地材１４の全外周
縁部とが接合された部分で表地１３を縁取ることで生じる段差による立体感が生まれ、化
粧シート１２としての美観が向上する。
　又、上述した接合を、縫製とすることで、表地１３と裏地材１４の接合だけでなく、外
面粘着層１５も同時に表地１３に接合することが可能となる。
　更に、外面粘着層１５を覆う離型紙２０を設け、表地１３と裏地材１４と外面粘着層１
５の接合（縫製）するタイミングで、離型紙２０も共に接合（縫製）することで、化粧シ
ート１２の搬送や販売の際における外面粘着層１５の露出を防ぐと同時に、外面粘着層１
５の縫製時に装置へ粘着することなく接合出来るため、作業効率が上がる。
【００３０】
　本発明に係る化粧シート１２における縫製を、縫糸を介しての縫製とすることで、表地
１３や裏地材１４の溶融がなくとも接合が可能となると同時に、特殊な装置を必要としな
い。
　更に、縫製は、表地１３と裏地材１４の少なくとも何れか一方の溶融物を介しての縫製
であっても良く、表地１３や裏地材１４が、織物、編物、不織布や、熱可塑性無発泡プラ
スチックフィルム、熱可塑性独立発泡プラスチックフィルム、熱可塑性連続発泡プラスチ
ックフィルムなどの素材同士であっても、少なくとも何れか一方を溶融させるだけで接合
が出来る。
　尚、溶融物を介した縫製には、電熱ヒータに過熱された伝熱板の端縁に鋭利な刃先を形
成したヒートカッタ、高周波ミシン、超音波ミシンを使用しても良い。
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【００３１】
　表地１３としては、織物、編物、不織布等の織編布帛が使用され、この織編布帛は、パ
イル布帛や起毛布帛等の有毛布帛であっても良く、ポリウレタン樹脂等の弾性エラストマ
ーを含有する人工皮革であっても良い。
　好ましくは、表地１３には、天然繊維やナイロンその他の熱可塑性合成繊維に比して耐
摩耗性や耐光劣化性などの耐久性に優れ、強度的にも安定し、非吸湿性で寸法安定性にも
優れたポリエステル繊維を用いた経糸とポリエステル繊維を用いた緯糸とで織成された織
物や、ポリエステル繊維を用いた編糸によって編成された編物を適用すると良く、これら
のポリエステル繊維織編物は、有毛布帛であったり、又、人工皮革として仕上げられてい
ても良い。
【００３２】
　本発明に係る化粧パネル２１は、上記第１～２０の何れかの特徴を備えた化粧シート１
２と、この化粧シート１２を表面に粘着するパネル基材１１とを有した化粧パネル２１で
あって、前記パネル基材１１の表面は、ポリプロピレン樹脂によって構成されていること
を第１の特徴とする。
　この特徴により、化粧シート１２を粘着するパネル基材１１の表面を、ポリプロピレン
樹脂で構成することで、このポリプロピレン樹脂は極性が低く、化粧シート１２を剥がす
際に、外面粘着層１５を構成する粘着剤がパネル基材１１に残ることがないため、外面粘
着層１５を痛めることなく、化粧シート１２の粘着・剥離を繰り返すことが出来る。
【発明の効果】
【００３３】
　裏地材をパネル基材に粘着する外面粘着層が再剥離性を持ち、表地の外周縁部と裏地材
の外周縁部とを接合することで、パネル基材への再粘着と、表地の外周縁部の反り抑制を
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る化粧シートの分解斜視図である。
【図２】化粧シートを一部切断した背面拡大斜視図である。
【図３】（ａ）は、第１実施形態に係る化粧シート及び化粧パネルの側面断面図であり、
（ｂ）は、他の実施形態に係る化粧シート及び化粧パネルの側面断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る化粧シートの分解斜視図である。
【図５】化粧シートを一部切断した斜視図と、縫製部分の拡大斜視図である。
【図６】化粧シートを一部切断した斜視図と、縫製部分の拡大斜視図である。
【図７】（ａ）は、化粧シート及び化粧パネルの表地が収縮する前の側面断面図であり、
（ｂ）は、表地の収縮している時の側面断面図である。
【図８】従来の化粧シート及び化粧パネルの側面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、矩形に縁取られた本発明に係る化粧シート１２及びこの化粧シート１２を用いた
化粧パネル２１について、図面に基づいて実施形態を説明する。
　図１～３には、第１実施形態に係る化粧シート１２及び化粧パネル２１が示されている
。
　化粧シート１２及び化粧パネル２１は、システムキッチンのキャビネットや家具・イン
テリアの開閉扉、飾り板や、建築物の内壁、ドア、天井、床面などに用いられるものであ
って、化粧シート１２は、キッチンキャビネットの開閉扉、建築物の内壁等のパネル基材
１１の表面を被覆して使用されるものである。
【００３６】
　図１に示すように、化粧シート１２は、化粧面を備えた表地１３と、この表地１３の裏
面側に配置された裏地材１４と、この裏地材１４の裏面側をパネル基材１１に粘着させる
外面粘着層１５とを有している。
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　表地１３は、パネル基材１１の表面を被覆して装飾するためのシート状物であり、様々
なデザイン、質感、風合い、光沢を表現出来る化粧面を備え、正面視で矩形状の織物、編
物、不織布等によって構成されている。
　尚、表地１３の正面視形状は、矩形状だけに限らず、円形、楕円形をはじめ、三角形、
六角形等の多角形であっても良い。
【００３７】
　このような織物、編物等の織編布帛は、パイル布帛や起毛布帛等の有毛布帛であっても
良く、ポリウレタン樹脂等の弾性エラストマーを含有する人工皮革であっても良い。
　好ましくは、表地１３は、ポリエステル繊維を用いた経糸とポリエステル繊維を用いた
緯糸とで織成された織物や、ポリエステル繊維を用いた編糸によって編成された編物であ
ると良く、これらのポリエステル織編布帛が有毛布帛や人工皮革であっても良い。
　表地１３が、織編糸条を縦横に連続させた織物や編物であっても、それらの外周縁部は
、縫糸（ミシン糸）２２や溶融物２３に縁取られ、又、縫糸（ミシン糸）２２や溶融物２
３によって裏地材１４に接合されており、而も、それらの外周縁部に粘着剤が積層されて
おり、その粘着剤によって隣り合う織編糸条間が連結されているので、表地１３の織編糸
条の端縁３６からの解れ出しは回避される。
【００３８】
　内面粘着層１６に向き合う表地１３の裏面や緩衝材１９の裏面には、内面粘着層１６と
の食い付きを良くするために、接着性に優れたアクリル樹脂その他の接着性樹脂をプレコ
ート（塗布）或いはラミネート（熱溶融接着積層）し、表地１３や緩衝材１９を複層構造
に構成することも出来る。
　表地１３の裏面と緩衝材１９の表面の間は、粘着剤や接着剤、或いは、熱融着性樹脂を
介して接着しておくことも出来る。
　その場合、芳香剤、消臭剤、抗菌剤、調湿剤、害虫忌避剤等の徐放性の機能性薬剤を有
する緩衝材１９を使用する場合には、その機能性薬剤の薬効を阻害しないように、表地１
３には通気性布帛を使用し、又、粘着剤や接着剤、或いは、熱融着性樹脂を表地１３や緩
衝材１９に部分的に付与する。
　裏地材１４としては、既に粘着剤を塗布されたものを裏地材１４として使用することで
、製造の容易化が図れる。
　図２や図３に示すように、裏地材１４は、表裏一方の面に外面粘着層１５が積層された
片面粘着シート１７や、表裏両面に粘着層１５、１６が積層された両面粘着シート１８に
よって構成されている。
【００３９】
　この両面粘着シート１８は、表裏一方の面の粘着層が、パネル基材１１に裏地材１４の
裏面側を粘着させる外面粘着層１５を構成し、表裏他方の面の粘着層が、表地１３の裏面
に裏地材１４の表面側を粘着させる内面粘着層１６を構成しており、このような粘着シー
ト１７、１８を表地１３に接合するだけで化粧シート１２が製造出来る。
　これに加え、両面粘着シート１８を裏地材１４として場合は、表地１３に内面粘着層１
６を粘着させた状態で、表地１３と裏地材１４の外周縁部同士の接合が可能となり、接合
時における表地１３及び裏地材１４の位置ズレがなくなる。
【００４０】
　片面粘着シート１７又は両面粘着シート１８は、基材として熱可塑性プラスチックフィ
ルムを用いており、この熱可塑性プラスチックフィルムに粘着剤を積層して構成される。
　この熱可塑性プラスチックフィルムは、独立発泡プラスチックフィルムであることが好
ましく、独立発泡したプラスチックフィルムを用いることで、パネル基材１１表面の凹凸
に応じて、独立発泡プラスチックフィルム自体が伸縮変形することが可能となり、凹凸が
あっても外面粘着層１５がパネル基材１１表面に密着するため、化粧シート１２の基材１
１への粘着性が上がる。
【００４１】
　又、片面粘着シート１７や両面粘着シート１８は、細長いテープ状に形成されており、
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粘着シート（粘着テープ）１７、１８の幅は、矩形状の表地１３における縦横の寸法のう
ちの短い方の寸法の半分以下とする（図２、３参照）。
　このような幅を持つテープ状の両面粘着シート（両面粘着テープ）１８を形成すること
で、両面粘着テープ１８が、表地１３の裏面側の外周縁部にのみ配置されることとなり、
表地１３の外周縁部の反り返りを防ぐのに必要な量だけの両面粘着テープ１８を貼れば済
むこととなり、両面粘着テープ１８の使用量が低減される。
【００４２】
　尚、矩形状の表地１３における４つの角部分では、両面粘着テープ１８が重ならないよ
うに、テープ両端の内側角を切り落とし、この切落し部分を付き合せた状態で表地１３の
裏面に貼り付けても良いし（図１参照）、粘着テープ１８同士で重なる部分があっても良
い。
　外面粘着層１５や内面粘着層１６は、粘着剤によって構成されているが、特に、外面粘
着層１５には、再剥離性粘着剤が用いられている。
　ここで、「再剥離性」とは、パネル基材１１や表地１３のような被着体に粘着剤を残す
ことなく、剥離することが出来る性質を意味する。
【００４３】
　その再剥離性粘着剤は、アクリル酸エチル、アクリル酸メチル、アクリル酸ブチル、ア
クリル酸２－エチルヘキシル等の架橋型アクリル酸エステル系重合体水分散組成物や、硫
黄系架橋剤を配合した天然ゴムとスチレン・ブタジエン共重合体で組成された架橋型ゴム
・エラストマーに対して、シリカ硼珪酸ガラス、シリコン樹脂等の微小球を配合して調製
する。尚、この微小球の粒径は、好ましくは、１０～２００μｍである。
　このように、外面粘着層１５を再剥離性粘着剤で構成することによって、既存のパネル
基材１１表面への粘着が何度も出来る。
【００４４】
　尚、裏地材１４（厳密には、フィルム基材）と外面粘着層１５との間の剥離強度ｇは、
２枚の化粧シート１２と化粧シート１２を、それらの外面粘着層１５と外面粘着層１５を
向かい合わせに重ね合わせて粘着させた場合に、その粘着させた２枚の化粧シート１２・
１２の外面粘着層１５と外面粘着層１５の間の剥離強度ｆよりも強くする（ｇ＞ｆ）。
　又、両面粘着シート１８のように、裏地材１４の表裏に外面粘着層１５と内面粘着層１
６を積層し、その内面粘着層１６を介して裏地材１４を表地１３の裏面に粘着させた化粧
シート１２では、裏地材１４と内面粘着層１６との間の剥離強度ｈと表地１３と内面粘着
層１６との間の剥離強度ｉは、２枚の化粧シート１２と化粧シート１２をそれらの外面粘
着層１５と外面粘着層１５を向かい合わせに重ね合わせて粘着させた場合に、その粘着さ
せた２枚の化粧シート１２・１２の外面粘着層１５と外面粘着層１５の間の剥離強度ｆよ
りも強くする（ｈ＞ｆ，ｉ＞ｆ）。
【００４５】
　そのようにすると、２枚の化粧シート１２・１２を、剥離紙２０によって外面粘着層１
５を被覆することなく、それらの外面粘着層同士１５・１５向かい合わせに重ね合わせに
して梱包することが出来、その梱包コストを低減することが出来る。
　又、外面粘着層１５は、離型紙（剥離紙）２０によって覆われていることとしても良く
、この場合には、化粧シート１２の搬送時や販売時における外面粘着層１５の露出を防ぐ
と同時に、製造工程において、粘着シート１７、１８を表地１３に縫製する際に、外面粘
着層１５が、縫製装置へ粘着することがなくなり、作業効率が向上する。
【００４６】
　上述した表地１３と、裏地材１４としての両面粘着テープ１８とは、縫糸（ミシン糸）
２２を介した縫製によって、表地１３の外周縁部と、両面粘着テープ１８の外周縁部とが
接合されている。
　尚、両面粘着テープ１８の外周部とは、表地１３の外周縁部の裏面に沿って、矩形枠状
に貼り付けた両面粘着テープ１８において、その矩形枠の外周側にあたる各両面粘着テー
プ１８の外縁部を言う。
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【００４７】
　以下は、表地１３、裏地材１４としての両面粘着テープ１８の貼付と接合について述べ
る。
　図１に示す如く、表地１３の裏面の外周縁部に、４本の両面粘着テープ１８を矩形枠状
に貼り付けるが、この際、表地１３の各辺の縁と、各両面粘着テープ１８の外側縁とを揃
えておく。
【００４８】
　次に、互いに貼り付いて位置決めされた表地１３と、両面粘着テープ１８の各層（つま
り、内面粘着層１６、フィルム基材、外面粘着層１５及び離型紙２０）を纏めてミシン針
を貫通させ、ミシン糸２２を通す縫製を行う。
　この縫製によって、表地１３や裏地材１４の溶融がなくとも接合が可能となると同時に
、縫製現場にて通常用いられるミシン等によって接合出来る。
　また、縫製は、表地１３の全外周縁部と裏地材１４の全外周縁部とを接合するように行
われ、この接合部分が、化粧シート１２の正面視において表地１３を縁取ることとなる。
【００４９】
　このような表地１３の縁取りを設けることで、この縁取り部３１と、縁取られることで
隆起した中央部分（隆起中央部）３２との間に段差が出来、この段差が立体感を生むため
、化粧シート１２としての美観が向上するだけでなく、ミシン糸２２が、表地１３、内面
粘着層１６、フィルム基材、外面粘着層１５及び離型紙２０の全てを貫通していることと
なり、表地１３と裏地材１４、そして、離型紙２０までの接合が同時に実現出来る。
【００５０】
　ポリエステル繊維その他の熱可塑性合成繊維に成る表地１３では、縫糸（ミシン糸）２
２による縫製の代わりに、溶融物２３を介した縫製でも良い。
　溶融物２３を介した縫製を詳解すれば、ヒートカッタ、高周波ミシン、超音波ミシンが
使用され、表地１３や、両面粘着テープ１８（内面粘着層１６、フィルム基材、外面粘着
層１５及び離型紙２０）に、電熱ヒータに過熱された伝熱板の端縁に形成した鋭利な刃先
や、高い周波数で振動させた刃先を、外周縁部にあてることによって、表地１３と両面粘
着テープ１８の少なくとも何れか一方を溶融させて接合出来る。
　この溶融接合は、図４、５で示すように、表地１３の隆起中央部３２を切れ目無く取り
囲んで融着させても（融着ミシン溝３３）、図６のように、隆起中央部３２をミシン目状
に途切れ途切れに取り囲んで融着させても（融着ミシン目３４）良い。
　尚、上述のヒートカッタ、高周波ミシン、超音波ミシンによって、表地１３や裏地材１
４の裁断も可能であり、その裁断された切り口（裁断口３５）は、素材が溶融して表地１
３と裏地材１４同士が付着（融着）しており、表地１３や裏地材１４が織編糸条で構成さ
れていても、裁断口３５からの織編糸条の解れ出しは回避される。
【００５１】
　上述のように溶融した表地１３や両面粘着テープ１８によって、表地１３と裏地材１４
の接合出来、溶融物２３が固まってしまえば、上述したミシン糸２２による縫製も後です
ることが可能であるため、更に強固な接合が実現出来る。
　つまり、表地１３と裏地材１４は、粘着剤（内面粘着層１６）による粘着一体化（貼付
）と共に、縫製手段によっても接合一体化、即ち、２重に一体化されることとなる。
　尚、溶融による縫製は、表地１３や裏地材１４が、織物、編物、不織布や、熱可塑性無
発泡プラスチックフィルム、熱可塑性独立発泡プラスチックフィルム、熱可塑性連続発泡
プラスチックフィルムである場合など、溶融可能であれば素材を問わない。
【００５２】
　このようにして、化粧シート１２における表地１３の外周縁部と裏地材１４の外周縁部
とを接合することで、化粧シート１２を剥がそうと外周縁が捲り上げられても、表地１３
の外周縁部が、ミシン糸２２、溶融物２３の縫製によってしっかり接合されているために
、粘着を繰り返しても、外面粘着層１５によってパネル基材１１に粘着する裏地材１４の
外周縁部に連れられて、表地１３の外周縁部の反りが抑えられる。
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　又、ヒートカッタ、高周波ミシン等は、表地１３や裏地材１４の端縁３６での裁断にも
使用し、裁断口３５においては、端縁３６に向けて表地１３や裏地材１４の厚みが薄くな
るように、裁断口３５にテーパー（テーパ面）３７を付けても良い。
　その場合、表地１３と裏地材１４は、粘着剤（内面粘着層１６）による粘着と、縫製に
よる接合と、裁断口３５による融着によって、３重に一体化されることとなる。
　そして、縫糸２２や融着ミシン溝３３あるいは融着ミシン目３４で縁取られた化粧シー
ト１２の縁取り部３１では、その縫糸２２や融着ミシン溝３３あるいは融着ミシン目３４
が弾性反撥力の発生し難い弱く幅の狭い線状領域（ウィークライン）を形成することにな
り、その縁取り部３１の端縁側（３６）が、その縫糸２２や融着ミシン溝３３あるいは融
着ミシン目３４を境として折り返し易くなり、外面粘着層１５を介してパネル基材１１に
粘着するときは、パネル基材１１から自然に反り上がって剥離することはなくなる。
【００５３】
　又、本発明に係る化粧パネル２１は、上述してきた化粧シート１２と共に、この化粧シ
ート１２を表面に粘着するパネル基材１１も含めたものを言う。
　化粧パネル２１におけるパネル基材１１は、表面がポリプロピレン樹脂によって構成さ
れているが、ポリプロピレン樹脂は、極性が低い。
　従って、外面粘着層１５とパネル基材１１表面との間の剥離強度ｊは、上述した両面粘
着テープ１８のフィルム基材と外面粘着層１５との間の剥離強度ｇよりも小さくなって、
化粧シート１２を剥がす際に、外面粘着層１５を構成する粘着剤がパネル基材１１に残る
ことがないため、外面粘着層１５を痛めることなく、化粧シート１２の粘着・剥離を繰り
返すことが出来る。
【００５４】
　尚、図３（ｂ）は、表地１３の裏面に、片面粘着テープ１７を貼り付けた他の実施形態
をしており、このとき、片面粘着テープ１７は、ミシン糸２２によって表地１３に縫い付
けられており、更に、溶融物２３による縫製によって、表地１３に片面粘着テープ１７を
接合させても良い。
【００５５】
　図４～７は、第２実施形態に係る化粧シート１２と化粧パネル２１を示している。
　第２実施形態の最も大きな特徴は、第１実施形態にはなかった緩衝材１９を有している
点である。
【００５６】
　この緩衝材１９は、表地１３と裏地材１４との間に介在する平板状の部材であって、独
立発泡プラスチック、連続発泡プラスチック、織物、編物、不織布の何れかによって構成
されており、化粧シート１２のクッション性が向上する。
　第２実施形態における緩衝材１９や、表地１３と裏地材１４は、正面視で矩形状であり
、図７（ａ）に示す如く、平板状の緩衝材１９の表面及び側端面に沿った表地１３は、そ
の縦方向の長さＦ及び横方向の長さＷが、前記裏地材１４の縦方向の長さｆ及び横方向の
長さｗより長くなるように、表地１３と裏地材１４が接合されている。
【００５７】
　このように、表地１３の縦横の長さＦ、Ｗを、裏地材１４の縦横の長さｆ、ｗより長く
することで、図７（ｂ）のように、吸湿や熱などによって表地１３が収縮しても、表地１
３が裏地材１４より長い分（図４におけるΔＦ、ΔＷ）だけ、外面粘着層１５がパネル基
材１１の表面に粘着した状態を維持しながら表地１３が縮む（緩衝材１９表面側の外周縁
部が凹む）だけで、化粧シート１２の外周縁部が、パネル基材１１から剥がれて浮くこと
が抑制出来る。
【００５８】
　尚、図８に示すように、従来の化粧シート１１２では、緩衝材１１９を挟んで表地１１
３の長さと裏地材１１４の長さが同じであり、表地１１３が収縮すれば、直ぐに、裏地材
１１４や外面粘着層１１５をパネル基材１１１から引き剥がす方向に力が加わり、化粧シ
ート１１２の外周縁部がパネル基材１１１から剥がれて浮くこととなり、化粧シート１１
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２や化粧パネル１２１としての美観が損なわれる。
【００５９】
　第２実施形態のもう１つの特徴は、裏地材１４が粘着テープ１７、１８等ではなく、表
地１３の裏面に貼り付けられるシート状物である点であり、その素材としては、熱可塑性
無発泡プラスチックフィルム、熱可塑性独立発泡プラスチックフィルム、熱可塑性連続発
泡プラスチックフィルム、織物、編物、不織布の何れかである。
　裏地材１４が、織編糸条を縦横に連続させた織物や編物であっても、それらの外周縁部
に粘着剤が積層しており、その粘着剤によって隣り合う織編糸条間が連結されているので
、裏地材１４の織編糸条が外周縁部から解れ出さない。
　裏地材１４のその正面視形状は、矩形状であっても良く、軽量化等のために中央に開口
部を設けた矩形枠状や、表地１３と同様に、円形、楕円形をはじめ、三角形、六角形等の
多角形であっても良い。
　表地１３や緩衝材１９と同様に、外面粘着層１５に向き合う裏地材１４の裏面や内面粘
着層１６に向き合う裏地材１４の表面には、外面粘着層１５や内面粘着層１６との食い付
きを良くするために、接着性に優れたアクリル樹脂その他の接着性樹脂をプレコート（塗
布）或いはラミネート（熱溶融接着積層）し、或いは、形状安定性を高めるために複数枚
の布帛やプラスチックフィルムを積層一体化して、裏地材１４を複層構造に構成すること
も出来る。
【００６０】
　第２実施形態における外面粘着層１５は、裏地材１４の裏面に粘着剤を塗布して形成さ
れているものであって、このような構成にすることで、裏地材１４の外周縁部と表地１３
の外周縁部とを接合した後、裏地剤４の裏面に再剥離性粘着剤を塗布して外面粘着層１５
を形成しても良く、逆に、先ず塗布により外面粘着層１５を形成しておいた裏地材１４を
、表地１３に接合することも可能となり、製造手段や工程順序の自由度が上がり、製造方
法としての汎用性が増す。
【００６１】
　尚、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。化粧シート１２、化粧パ
ネル２１等の各構成又は全体の構造、形状、寸法などは、本発明の趣旨に沿って適宜変更
することが出来る。
　化粧シート１２は、裏地材１４の裏面「側」を、パネル基材１１に外面粘着層１５を介
して粘着するのであれば、上述したように、裏地材１４の裏面とパネル基材１１を直接粘
着させても良く、又、裏地材１４とパネル基材１１との間に別の台紙、ボード等が介在さ
せて、この台紙の裏面に外面粘着層１５を設けて、化粧シート１２をパネル基材１１表面
に粘着させても良い。
【００６２】
　化粧シート１２の端縁３６は、直線状に裁断していたが、刻刻状や鋸刃状であったり、
波形状であっても良い。
　化粧シート１２は、パネル基材１１の表面（正面）全体を覆う大きさであっても良いし
、パネル基材１１の表面の一部を覆うものとしても良い。
　表地１３や緩衝材１９、開口部を有さない裏地材１４は、正面視形状を矩形、円形、多
角形等としても良いが、特に、正三角形や正方形、正六角形としたり、正三角形と正六角
形等の組合せや、任意の三角形などで、パネル基材１１の表面を化粧シート１２によって
隙間無く敷き詰める平面充填可能な形状としても良い。
【００６３】
　表地１３と裏地材１４等が矩形状である場合に、４辺中の向かい合う２辺のみ（具体的
には上下２辺のみや、左右２辺のみ等）に、粘着シート１７、１８（つまり、外面粘着層
１５）を設けても良く、又、４辺中の向かい合う２辺のみを接合しても良い。
　又、表地１３の外周縁部と裏地材１４の外周縁部との接合は、縫製によるものであった
が、それ以外に、係止手段や嵌合部材等によって接合しても良い。
　縫製による接合は、表地１３や裏地材１４と共に、粘着テープ１７、１８（外面粘着層
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１５）も合わせて縫製していたが、表地１３と裏地材１４のみ（粘着テープ１７、１８は
除いて）を縫製によって接合した後に、粘着テープ１７、１８を取り付けても良い。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明における化粧シートと化粧パネルは、家具類の開閉扉等や、建築物の内壁、天井
等に用いるだけでなく、自動車、列車、航空機、船舶等の交通機関の天井、床面、壁面、
ドアサイド、座席等の表面を被覆し装飾するために使用される内装材にも使用出来る。
【符号の説明】
【００６５】
　１１　　パネル基材
　１２　　化粧シート
　１３　　表地
　１４　　裏地材
　１５　　外面粘着層
　１６　　内面粘着層
　１７　　片面粘着シート
　１８　　両面粘着シート
　１９　　緩衝材
　２０　　離型紙
　２１　　化粧パネル
　２２　　縫糸（ミシン糸）
　２３　　溶融物
　３１　　縁取り部
　３２　　隆起中央部
　３３　　融着ミシン溝
　３４　　融着ミシン目
　３５　　裁断口
　３６　　端縁
　３７　　テーパー（テーパ面）
　Ｆ　　　表地の縦方向の長さ
　Ｗ　　　表地の横方向の長さ
　ｆ　　　裏地材の縦方向の長さ
　ｗ　　　裏地材の横方向の長さ
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